
議第３１０号 

   京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

 京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

   令和４年１１月２５日提出 

京都市長  門 川 大 作 

   京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 

第８条の２第２項中「３年」を「５年」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第８条の

２第１項の規定により介護時間の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日にお

いて同条第２項に規定する連続する３年の期間を経過していないものの当該介護時間

に関するこの条例による改正後の京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第

８条の２第２項の規定の適用については、同項中「連続する５年」とあるのは、「京都市

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年  月 

 日京都市条例第   号）による改正前の京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例第８条の２第１項の規定により介護時間を受けた最初の日から起算して５年」

とする。 

提案理由 

介護時間を取得することができる期間を延長する必要があるので提案する。 

 


